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居住誘導区域を表す青枠は、別途記載のある線以外は、市街化区域界になります。
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※市街化調整区域（居住誘導区域外）



誘導施設

施設分類 誘導施設

行政施設 国・北海道・市等の行政機能を有する施設

文化施設 図書館（分館、分室を除く）

商業施設 店舗面積が3,000㎡を超える商業施設
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